（R06　夏　府高教　専門部【青年部】）
項目１（１）
○　令和５年４月から人事委員会勧告どおり、初任給と若年層に重点をおいて給料表の改定を実施した。

○　今後とも、国や他府県の動向、本府人事委員会の意見、本府の財政状況等を踏まえながら適切な対応に努めてまいる。
項目１（２）
※下線部のみ回答

○　教員に対して時間外勤務手当を支給することについては、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」及び「職員の給与に関する条例」の規定から、困難である。
○　府立学校における働き方改革を進めるため、令和５年７月に教員を対象とするアンケート調査を実施し、業務の状況等を把握するとともに長時間勤務の要因に関する分析を行い、その結果や今後の取組についてとりまとめ、令和６年２月に公表したところ。

○　分析の結果、部活動が長時間勤務の主な要因のひとつとなっていることから、活動時間の上限等の遵守に向け、部活動の計画的な運営管理や好事例等を盛り込んだ「部活動働き方改革マニュアル」を新たに作成し、時間外在校等時間の縮減と教員の意識改革に取り組んでまいる。

〇　併せて、ＩＣＴを活用した校務運営の効率化や多様な人材配置等に取り組むことで、教員の負担軽減とワークライフバランスを実現させてまいる。
項目１（３）
○　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施しているところ。

○　平成25年度からは、授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性・適正性をより一層確保するため必要な改定を行いながら定着を図ってきたところ。

　

〇　今年度８月に実施する「教職員の評価・育成システム」に関する教職員アンケートの結果等も踏まえ、引き続き評価・育成システムがより良い制度となるよう、今後も必要に応じて改善に取り組んでまいりたい。
項目１（４）
○　平成24年７月に「部活動の位置づけ及び教職員の服務上の取扱いの改訂について」を各学校に通知をしており、大阪で開催（府教育委員会共催）される全国・近畿レベルの「公式戦｣実施に必要な会議、役員会議、顧問会議、講習会、大会運営、審判員等に教職員のみが出席・参加する場合、従来は「職務専念義務免除（職免）」扱いであったものを、新たに「公務」と同様の扱いとしたところ。

〇　合宿等については、顧問である教職員の自発性、生徒の自主性に基づいて企画され、学校を離れて泊を伴う活動として行うものであり、原則として旅費が公費から支給されるものではない。しかしながら、合宿等が学校管理下でおこなわれることから、学校運営に支障のない限り、要勤務日については、正規の勤務時間を勤務したものとして取り扱うこととし、週休日等については、教員特殊業務手当の支給対象としたところ。

○　旅費制度については、財政再建プログラム（案）に基づく府庁改革の一環で見直したものであり、要求にお応えすることは困難である。
項目１（５）
○　通勤手当については、「職員の通勤手当に関する規則」に基づき、支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日に支給することとしている。
項目２（１）あ
○　初任者研修に係る代替措置については、常勤講師や非常勤講師にて措置しているところ。
○　初任者研修及び10年経験者研修については、教育公務員特例法の定めるところにより、任命権者に研修の実施が義務付けられており、府教育庁としては、その内容の充実に努めているところ。

○　平成28年度から、「学び続ける教員の育成」や「理論と実践の往還によるＯＪＴの推進」等をめざして研修体系の見直しを行った。

○　その結果、初任者研修については、全25回のうち４回分を２～４年次研修（インターミディエイトセミナー）に移行した。10年経験者研修については、希望により最大９回分を５～９年次研修（アドバンストセミナー）として前倒しで受講できるようにするなど、受講時期の弾力化を図っている。

○　また、２～４年次研修では１回分を、アドバンストセミナーでは最大３回分を、10年経験者研修では４回分を、教育センターでの研修から学校での実践研修とした。

○　今後も、研修をより効果的で充実したものにするため、研修内容や研修方法の工夫を図ってまいる。
項目２（１）い
○　初任者に対しては、教育公務員特例法にもとづき、初任者研修を実施している。

○　また、府教育センターにおいて行う研修の年間実施計画については、事前に各府立学校に通知し、学校行事等を決定する際に、研修の意義を理解した上で、各学校において配慮いただいているところ。

○　さらに、研修に意欲的に参加しやすい環境づくりについても、各学校において十分配慮いただいているものと承知している。
項目２（１）う
○　オンラインタイムレコーダー（ＯＴＲ）による出退勤記録については、各学校において、適切に実施・運用されていると認識している。

○　府教育庁では、これまでも「関係要綱に基づき、教育職員の勤務時間を適正把握し、時間外業務の縮減を図ること、また関係要綱に基づくヒアリング等の実施を徹底し、教職員の健康の保持・増進に努めること」として、各学校あて指示してきた。今後も引き続き、勤務時間の適正把握に努めてまいる。
項目２（１）え
○　教職員定数については、国に定数改善を要望するとともに、国において措置される定数を最大限に確保し、教育水準や教育課題への対応を踏まえながら、一層適正な定数管理に努めてまいる。
項目２（２）
○　休暇制度などの勤務条件等については、従前から必要に応じて、府立学校長あて周知を図るとともに、研修会等のあらゆる機会を通じて周知してきたところ。また、「学校職場における勤務条件等（制度解説）」今年度からは大阪府ホームページでも閲覧できるようにしたところ。引き続き、勤務労働条件の理解向上に向け、取り組んでまいる。
項目２（３）
○　職務専念義務は職員の基本的な義務ですが、免除される場合がある。これはあくまで職務専念義務の例外として、公務優先という基本原則に対する限定的、例外的特例として認められるものであるため、みだりに職務専念義務の例外（職務専念義務の免除）を認めることは許されない。

○　職務専念義務の免除については、地方公務員法第３５条により規定され、本府においては、職務専念義務の特例を「職務に専念する義務の特例に関する条例」及び「職務に専念する義務の特例に関する規則」により定めている。

○　ご要求について、職務専念義務免除の対象とすることは、困難である。
項目２（４）
○　施設のすべての窓に網戸を取り付けることは、現在の府の厳しい財政事情においては困難な状況であり、今後の課題と考えている。

○　現在、教育庁では、平成16年度に設置した府立高校の普通教室等の空調設備の更新や府立学校の体育館への設置、平成30年度からは支援学校の特別教室への設置に取り組んでいるところ。

○　府立高校の特別教室の空調設備については、各校の音楽室やＬＡＮ教室に加え、視聴覚教室など、使用頻度の高い３教室も対象に設置している。

○　平均気温の上昇や猛暑日の増加など環境の変化を踏まえ、特別教室の使用状況等を検証した上で、生徒の学習環境の改善に必要な対策を検討してまいる。

○　また、教員については、職員室に空調設備を設置済みであるが、職員室内にすべての教員の席が確保できない学校については、各校の状況を確認しながら、個別に対策を検討してまいる。
項目２（５）
○　「第４次大阪府障がい者計画（後期計画）」の実行目標では『高等学校施設において、障がいのある生徒の学習活動に支障がないよう、エレベーターの整備、手摺り設置、スロープ設置、トイレ改修などのバリアフリー化に努める。』としていることから、今後とも、学校における実情を勘案した上で、適した形式のエレベーター等の整備に努めてまいりたい。
項目２（６）
○　学校の老朽化対策については、令和２年３月に「府立学校施設長寿命化整備方針」を令和３年３月に「府立学校施設長寿命化整備方針に基づく事業実施計画」を策定しており、令和３年度以降、本実施計画に基づき計画的な改修等に順次着手しているところ。

○　校舎建て替えについては、今後、財政負担は莫大となることから、費用の平準化を図る観点から、長期的な視点で、築年数や劣化度等をもとに、再編計画や支援学校の狭隘化等の状況も踏まえながら、建て替え時期等について、関係部局と調整していきたい。
項目２（９）
○　教員の人事に際しては、「人事に関する調書」において、「特記事項（保育…等、配慮すべき事項や異動希望の理由など）」として、保育について記載する欄を設け、情報の把握に努めている。

○　育児要件のある教員については、「人事に関する調書」の記載などをもとに、人事ヒアリングにおいて、子どもの年齢や保育所の情報の聴き取りを行っている。

○　なお、人事校長会において、調書以外の内容も含めて、可能な限り教員の人事に関する状況の把握に努めるよう周知しているところ。
項目２（１１）
○　病休の代替措置については、業務に支障が出ないよう、各学校の状況等をお聞きしながら適切に対応してまいる。
項目２（１２）
○　教育委員会では、「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び対応に関する指針」、「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止及び対応に関する指針」、「職場におけるパワー・ハラスメントの防止及び対応に関する指針」の３つの指針を策定し、校長等管理監督者はもとより、教職員一人ひとりが、ハラスメントについての正しい理解と十分な認識をもって、すべての職場でハラスメントのない快適な働きやすい環境づくりをめざしている。

○　ハラスメントの相談窓口としては、各学校、教職員人事課、府職員総合相談センターのほか、令和４年度からはハラスメント専門相談窓口を外部相談機関に委託し、相談時間等の拡充を行った。また、校内窓口以外の各窓口では、ハラスメント相談の専用メールを設置しており、24時間いつでもメールで相談することが可能となっているなど、事案が発生した場合は、指針に基づき関係者のプライバシーに配慮しつつ、相談者に寄り添いながら対応することにしている。

○　各学校の校内窓口となる相談員の方々が相談者から相談を受ける際に、適切かつ効果的な対応を行うためのマニュアルとして、『ハラスメント相談員の手引き』を各ハラスメント指針とともに、年度当初と秋の２回、府立学校校長・准校長あてに送付し、教職員への周知を依頼している。今後も、相談窓口についての周知を図るよう努めてまいる。

○　さらに、従前より教職員に対して、指針や相談窓口の周知徹底を図っているが、「府立学校に対する指示事項」においても、職場におけるハラスメントの防止を取組の重点事項として掲げるとともに、ハラスメントの未然防止、良好な勤務環境の維持、校内相談窓口の周知と適切な対応を取組項目として挙げている。

〇　セルフチェックシート（パワハラ　セルフチェック）については、３つの指針等とあわせて、府立学校校長・准校長に送付しているところ。今後も効果的に活用できるよう努めてまいる。

項目２（１３）
○　入学者選抜業務において、実施計画を作成するにあたっては、勤務時間内での計画をお願いしている。また、入学者選抜の学力検査当日、教職員は、受験生の集合時刻以前の時刻から備える必要があることから、事前に、学校の実態に合わせて勤務時間を繰り上げる措置をとっていただくようお願いしている。なお、週休日の勤務が生じた場合は、週休日の振替が確実に行われるよう指導している。

○　また、府教育庁としては、教職員の働き方改革に資する施策の１つとして、オンライン出願に加え、採点・成績処理等に係る業務の軽減及び採点ミス等の防止を図るため、デジタル採点システムを導入する。

○　デジタル採点システムは、令和５年度から定期考査等において導入し、入学者選抜においては、令和６年度は府立中学校入学者選抜、令和７年度からは、公立高等学校入学者選抜において、導入する。

○　導入にあたっては、教職員が安心して利用できるよう、準備をすすめてまいる。
項目２（１４）
○　国の就学支援金においては、現在、国システムを活用したオンライン申請を各学校に対して実施するよう、求めているところ。

○　府立高校では、前年度13校から今年度64校がオンライン申請を実施しており、今後も、各学校のご理解を頂き、オンライン申請を推進していきたいと考えている。

○　オンライン申請により、申請書やマイナンバー書類の回収が原則不要となり、回収業務においては、学校の負担軽減が図れると考えているところ。

○　今後、オンライン申請の推進にぜひご理解・ご協力を賜りたい。
項目２（１５）
〇　府立高校に在籍する障がいのある生徒への支援については、「障がいのある生徒の高校生活支援事業」において、予算の状況等を踏まえながら、配慮の必要な生徒が在籍する学校に、学習支援員、介助員等を措置し、支援の充実を図っている。

〇　また、障がいの状況により個別の指導が必要な場合などは、生徒一人ひとりの障がいの状況を把握しながら、学校の要望を踏まえつつ、別途非常勤講師の措置をしている。
項目２（１６）
○　修学旅行は各学校が定める教育目標に沿って計画されるものであり、旅行先やその内容によって旅費に差が出ることは想定されるが、教職員旅費に係る予算が縮減される中、令和元年度からの修学旅行等に係る教職員旅費の配分基準を示させていただいた。

〇　各学校において配分基準を踏まえ、実施計画を立てていただくようお願いしているところ。

〇　限られた予算の中でも、修学旅行が効率的に実施できるよう、指導・助言に努めてまいる。
項目２（１７）
○　「全校一斉定時退庁日」は、全府立学校において教職員の働き方改革のより一層の取組みをすすめるため、教員の健康を保持することや教職員が帰りやすい環境づくりを目的とし、各学校の実情に応じて、毎週１回以上、原則毎週水曜日に設定しているところ。
項目２（１８）
○　ICTネットワーク及び校務処理システムについては、全校への整備及び円滑な運用のため、電話及びメールによるサポート窓口（府立学校ネットワークサポートセンター）を設置し、操作方法等に関するサポートを行っているところ。

○　ICTに関する設備・機器のメンテナンスについても、保守事業者、府立学校ネットワークサポートセンター及び学校関係者が協力しながら、迅速な対応をしているところ。

　　また、全校トップページチームサイトに手順書や様式を掲載し、ネットワークを管理されている教職員の負担軽減になるよう努めている。

○　校務処理システムの運用については、使いやすいシステムにするべく必要に応じて改修を行っている。また、各学校では、状況に対応した工夫をしながら、活用していただいているところ。

○　今後も、ICTネットワーク及び校務処理システムを各学校で活用していただけるよう、改善策を検討していきたいと考えている
○　併せて、GIGAスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒１人１台端末に関する問合せ対応やFAQサイトの充実、学校訪問による状況の調査や問題の解決を行うとともに、クラウドサービスに関する設定作業の代行等を通じて、各校の支援を実施しているところ。
項目２（１９）
○　府教育庁においては、学校図書館の円滑な運営体制の構築を指示する「学校図書館運営体制の基本的方針」や、学校図書館の役割、業務マニュアルなどを示す「学校図書館活性化ガイドライン」を策定し、府立学校に配置している司書教諭を中心に、全教職員の協力のもとに、学校図書館機能を維持していただいていると認識している。
項目３
○　教員の部活動にかかる負担軽減を目的として、技術的な指導や校外への引率などを職務とする部活動指導員については、今年度、府立学校93校に配置したところ。

　　また、昨年度、部活動の活性化を図るとともに、部活動に係る教職員の負担軽減を図るため、複数校での合同部活動を行う「部活動大阪モデル」を82校41ペアにおいて推進してまいった。　今年度は、ペア校に部活動が無い等の理由により、ペア校との合同部活動実施が艱難な場合は、ペア校以外との合同部活動も大阪モデルとして認めるなど、「部活動大阪モデル」を柔軟に運用し、部活動指導員の配置をすすめているところ。

　　併せて、今年度内の運用開始をめざした新たな人材バンクシステムの構築を進めており、部活動指導員の配置がより円滑に進むよう努めてまいる。

○　加えて、今年度、運動部活動外部指導者派遣事業により府立高等学校114校269部、文化部活動の学校支援社会人等指導者活用事業により府立高等学校及び府立中学校126校253部の部活動において、地域や社会で活躍する優れた技能や専門的な知識・指導力を備えた外部指導者を活用いただく予定。
項目３（２）
○　教員特殊業務手当については、平成30年4月から義務教育費国庫負担金の算定基礎額を下回る手当額について増額改定を行うとともに、部活動指導等に係る手当にあらたな時間区分を設ける等の改正を行ったところ。

○　今後とも国の動向や府の財政状況等を踏まえつつ、適切な対応に努めてまいりたい。
項目４（１）（２）（３）（４）（５）（６）（８）（１０）
○　特別休暇については、より府民理解を得られる制度にする観点から、民間状況も一定反映されている国制度を基本に見直しを行い、平成22年度から実施しているところ。なお、令和２年４月より子育て部分休暇、不妊治療休暇の導入等を、令和４年４月より出生サポート休暇の導入等を、同年10月からは育児休業等に関する勤務制度の拡充を行ったところ。

○　育児休業の取得期間については、地方公務員の育児休業等に関する法律で規定されており、延長を行うことは困難。

○　育児短時間勤務の子の対象の拡大については、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定から導入は困難。

○　休暇制度などの勤務条件等については、従前から必要に応じて、府立学校長あて周知を図るとともに、研修会等のあらゆる機会を通じて周知してきたところ。また、「学校職場における勤務条件等（制度解説）」今年度からは大阪府ホームページでも閲覧できるようにしたところ。引き続き、勤務労働条件の理解向上に向け、取り組んでまいる。
項目４（７）
○　育児部分休業について、代替措置を講じることは困難である。
項目４（９）
○　「乳がん検診」については、平成16年度より、40歳以上の希望者全員を対象としてまいったが、平成28年２月に改正された厚生労働省のがん検診指針に基づき、平成29年度からは、それまで自己負担であったマンモグラフィを含めた検査を２年に１回、公費負担により実施している。

○　府立学校教職員のがん検診について、限られた財源の中で実施しているところであり、現行以上の受診対象者の拡大は困難である。

今後とも、職員健康診断のよりよい在り方について、府立学校安全衛生協議会健康対策部会において協議してまいりたい。
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